
・重要な樹林地の保全

・みどり豊かな開発の促進

・みどりの拠点となる大規模な公園づくり

練 馬 区
練馬区は、東京23区の北西部に位置しており、都心近くに立地しながら、公園や農地
など豊かなみどりに恵まれ、住宅都市として発展を続けています。長い年月をかけて育
まれた郷土のみどりを次世代へ継承するために、様々な取り組みを進めています。

問合せ先 練馬区環境部みどり推進課 03-5984-1659

本編はこちら

森や緑地を管理している区民団体による自然観察会などの活動・イベントが区内の憩いの森等で行われています。これらを一体的に
幅広い世代の方へ情報発信し、練馬のみどりの魅力や、団体の活動を伝える取組として、「ねりまの森こどもフェスタ」を区内８か所の
憩いの森等で初開催しました。また、各イベントに参加すると集まるスタンプにより、オリジナルグッズがもらえるスタンプラリーも実施し
ました。今年度は12回の開催で延べ1,000人程が来場し、森の魅力を体感していただきました。「ねりまの森こどもフェスタ」は来年度も
開催を予定しており、憩いの森の区民管理における地域住民の交流や協働を促進していきます。

区内憩いの森で「ねりまの森こどもフェスタ」を開催しました

令和５年４月からＮＨＫで放送された連続テレビ
小説「らんまん」の主人公のモデルとなった、日本
の植物分類学の父、牧野富太郎博士。博士が30
余年を過ごした住居と庭の跡地を整備した「牧野
記念庭園」内の植生の保全や、博士の功績を次
世代に伝えるための展示の充実を目指しています。

目 標 額： 100万円
募集期間 ：令和５年４月１日～令和６
年３月31日
特典 ：ホタル観察会に寄付者優
先枠としてご招待

※

練馬区みどりの総合計画について
練馬区みどりの総合計画は、平成31年４月に策定した練馬区のみどり施策に関する総合的な計画です。区民のみなさんとみどりを未

来へつなぐために、令和６年３月に改定しました。計画では「みどりのネットワークの形成」「みどりを育むムーブメントの輪を広げる」を基
本方針として、令和６～10年度に取り組むみどり施策を記載しています。

み
どりを育むムーブメントの輪を広げる

みどりのネットワークの形成

稲荷山公園と大泉井頭公園の整備に
向けた長期プロジェクト等、大規模で特
色のある公園の整備を推進します

憩いの森の区民管理に
おける地域住民との交流
を促進します

希少な樹林地の都市計画緑地決定に
向けた所有者と合意形成を進めます

施策の一部を紹介します今後の取組の方向性

①公共のみどりを計画的に増やします

６割以上の区民が公園の整備を望んでい

ます   ※実態調査アンケート結果より

②樹林地を保全し、農地の減少を抑制します

樹林地や農地は希少性が増しています

③宅地の沿道緑化を進め、維持します

民有地のみどりの半分以上は宅地等のみ

どりです

④区民活動の充実と情報発信を強化します

多くの区民が緑化活動に参加したいと考え

ています  ※実態調査アンケート結果より

開発事業における緑化基準を見直し、
多くの人の目に触れるみどりを増やしま
す
・地域住民の参加を促進

多くの団体が憩いの森や公園、駅前の花壇の管理など、様々な活

動に取り組んでいます。このような活動に参加したい方と活動の現場をつなぐた
めの登録制度が「練馬みどりの人材バンク」です。区民と地域のみどりの関わり
を深め育て、誰もが気軽に参加し、ともにみどりを守り育てる区民協働のムーブ
メントの輪を広げていきます。

詳細はこちら

憩いの森とは…

私有地の樹林を区が無料で借り、区民の皆さんが自然と触れ合えるようにし
た場所です。練馬区には、憩いの森が39か所、街かどの森が６か所あり、自然
の恵みを身近に感じられる、とても貴重な場所になっています。
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